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「ＮＴＴグループＣＳＲ憲章」の制定について

 ⽇本電信電話株式会社（東京都千代⽥区、代表取締役社⻑︓和⽥紀夫、以下
ＮＴＴ）は、このたび、ＮＴＴグループ各社がＣＳＲ（Corporate Social
Responsibility︓企業の社会的責任）活動を推進するにあたっての基本指針とな
る「ＮＴＴグループ ＣＳＲ憲章」を、別紙のとおり制定しましたので、お知
らせいたします。

１．「ＮＴＴグループＣＳＲ憲章」制定の背景
 ＮＴＴグループでは、経営の基本姿勢として、企業としての社会的責任
を⾃覚しつつ、社会の持続的な発展に貢献していくことを掲げ、ＣＳＲの
推進を⾏ってまいりましたが、今後、グループ各社が積極的にＣＳＲ活動
を⾏っていくにあたっての基本指針を明⽰するものとして、「ＮＴＴグル
ープＣＳＲ憲章」を制定することとしました。

２．「ＮＴＴグループＣＳＲ憲章」の特徴
 「ＮＴＴグループＣＳＲ憲章」は、グループのＣＳＲのあり⽅を表現し
た「ＣＳＲメッセージ」と具体的な重点取り組み項⽬を⽰した「ＣＳＲテ
ーマ」の２つで構成されています。
  また、「ＣＳＲテーマ」は、「⼈と社会のコミュニケーション」「⼈と
地球のコミュニケーション」「安⼼・安全なコミュニケーション」「チー
ムＮＴＴのコミュニケーション」の４つの“コミュニケーション”をキーワ
ードとして⽰しています。

 なお、本憲章および、ＮＴＴグループのＣＳＲの取り組みについては、
次のホームページに記載させていただいております。
  ホームページＵＲＬ︓ http://www.ntt.co.jp/csr/index.html

・（別紙）ＮＴＴグループＣＳＲ憲章
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